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３月学習会「知っておきたい税と減免制度」を開催 
  
 ３⽉１９⽇（⼟）ラボール京都にて「知っておきたい税と減免制度」学習会を開催しました。 
 講師は、京都府商⼯団体連絡会･事務局⻑池⽥さん。最初に税の集め⽅と使い⽅ということで、
税⾦の⼆つの役割（①国･⾃治体の財源、②所得再配分機能）があることが説明されました。⾃分
たちが納めている税⾦についての知識として、源泉徴収票の⾒⽅や所得税の種類を説明されまし
た。 
 次に確定申告とは、憲法に基づき、①応能負担原則、②租税法律主義の原則の⼆つが重要である
こと強調されました。 
 応能主義の原則とは、①⾼所得者に、⾼い負担、低所得者には低い負担。②給与や勤労所得には
軽く、配当等資産･不労所得に重く。③最低⽣活費、⽣存権的財産は⾮課税にとういうことです。 
 租税法律主義の原則でとは、申告納税制度は、国⺠が主権者であることを税法上で認めた制度と
いうこと。つまり、⾃分が申告して税を払う（⾃⼰決定権）という法律上の考えによります。これ
は、申告して税を納めるというのが国際的には普通のルールであることが説明されました。 
 つづいて、確定申告の内容と⼿続きについては、申告⽤紙を提⽰し、どのように確定申告されか
を具体的に⽰されました。 
 確定申告をすることで各種制度の費⽤が決まるものとして 
・税額で決まるもの 
 たとえば、介護保険料。介護保険利⽤料。⼩中学校就学援助。⾼校修学⽀援制度。⾼校⼤学修学
資⾦。後期⾼齢者医療保険料。施設⼊所費⽤。⾼額医療費など 
・所得で決まるもの 
 国⺠健康保険料、住⺠税。公営住宅、家賃など。 
・税額で決まるもの 
 ⼊院助産制度。保育料。⾼等学校奨学⾦、給付⾦、授業など。 
・各種控除について。 
 障害者控除、医療費控除、寄付⾦控除など控除に加算される制度があります。 
 池⽥さんは、お話の最後に、「税⾦は⾃分で決めるもの。それは主権者としての⽴場です。ま
た、納税者の権利です。基本的⼈権を⾏使できる納税者になるようにしましょう」と訴えられまし
た。 

 ⾮常にわかりやすく、具体的なお話でした。参加者も「税⾦のことを始めて教えてもらった」「納
税は権利だと⾔うが新鮮でした」など感想を語っていました。 
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学習会でだされた質問への回答と感想です 
１、「世帯分離」している場合の障害者控除は取れるのか？ 
 結論から先に⾔うと「世帯分離をしていても⽣計を⼀にしており扶養控除の適⽤ができる場合は障害
者控除の適⽤は可能」です。 
 「世帯分離」は、同⼀の住所の住⺠票に登録されている⼀つの世帯を⼆つ以上の世帯に分けることを⾔
います。別の⾔い⽅をすれば、別々の複数の世帯が同じ住所に住んでいる状態です。 
 障害者控除は、申告者本⼈、同⼀⽣計配偶者⼜は扶養親族が障害者の場合適⽤できます。 
税法上「扶養親族」は今年度の確定申告を例にすると、令和 3 年 12 ⽉ 31 ⽇（年の途中で死亡した場合
は、その死亡の⽇）の現況において、次のいずれにも該当する⽅。 
●配偶者以外の親族（6 親等内の⾎族及び 3 親等内の姻族）、都道府県知事から養育を委託された児童（い
わゆる⾥⼦）⼜は市町村⻑から養護を委託された⽼⼈である。 
●申告者本⼈と⽣計を⼀にしている。 
●合計所得⾦額が 48 万円以下である。 
●⻘⾊申告者の事業専従者として給与の⽀払いを受けていない⼜は⽩⾊申告者の事業専従者でない。 
 つまり扶養親族の条件を満たせば扶養者として障害者控除をとることができます。世帯を分離してい
るかどうかは税法上は扶養者の基準には関係がありません。世帯分離と所得税の扶養は全く別物だとい
うことです。参考にしていただければ幸いです。 
 ＊⽣活保護など他の制度の「世帯分離」は扱いが異なる場合があります。 
２、在宅酸素療法を受けている⼈に対して⼤阪では電気代の補助があるが、京都ではどうか？ 
 これは、京都府・京都市のＨＰ等をいろいろ検索したり調べましたが、⼤阪のような補助制度はありま
せんでした。 
○感想 
・税の事、なかなか調べたりしても難しい事が多く、⾃分の中でも苦⼿分野と感じており、⼤まかに 
しか理解できてなかったので、学ぶ事ができて良かったです。基本的な源泉徴収票の⾒⽅はよくわかり
ました。実際に、包括相談員として⾊々な⽅に減免の制度が使え、対応できるように、確定申告の中⾝や
障害者控除、医療費控除の内容を⾃分で理解しておかないといけないと感じました。⼜、繰り返し、税と
減免制度については学習の機会を作っていただければと思います。本⽇はありがとうございました。 
・憲法に基づく税⾦の原則から教えていただきありがとうございます 
・税を理解するにはまだ難しいと感じます 
・障碍者控除申請についてそういえば失念していました。早速⾒直してみようと思いました 
・ケアマネジメントを⾏う上で、経済的な問題から必要なサービスを受けられないことが多く、今⽇の減
免制度からのアプローチは⼤変勉強になりました。ほとんどの⾼齢者は、所得税は⾮課税が多いです。次
回は、住⺠税を下げる対策も教えていただけるとありがたいです（住⺠税の計算⽅法がなかなか理解で
きないのです） 
○今後取り上げてほしいテーマ 
・障害者制度（特に精神疾患）でケアマネとしてケースの中で、使える制度、知っておいた⽅がよい制度
等。⽣活保護制度についても学習会をしてほしいです。 
・⾼齢者の住宅問題、借家の⽴ち退きを迫られた場合どうしたらいいのか 
・新しい住居を借りる事が出来なかったらどうしたらいいのか・・ 
 

参加された、みなさんお疲れ様でした！ なお、今年度の総会は 10月 29日
(土)14 時～ ラボール京都４階第７会議室です。＊詳細は、またお知らせします。 


